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第1章 計画の策定にあたって   

      
 
 

歯と口腔1の健康は単に食物を咀
そ

しゃくするだけでなく、おいしい食事や会話を楽し

むなど、生活の質を高める重要な意味を持っています。 

本市では、国が提唱する「８０歳になっても自分の歯を２０本以上保とう」という８

０２０（ハチマルニイマル）運動と連動し、乳幼児期から生涯を通じた歯及び口腔の健

康の維持・増進に取り組んできました。 

とりわけ、平成８年には本市の歯科口腔保健施策に関する基本的方向性等を定めた

「熊本市歯科保健基本計画」を策定し、関係機関等との連携によるライフステージに応

じた施策を展開してきました。 

その結果、妊婦歯科健診時における歯周病と早産との関係についての周知拡大や、む

し歯予防効果があるとされるフッ化物2洗口を実施する保育園・幼稚園の増加、また、

市民ボランティアである８０２０推進員3の育成やその活動支援等を目的とした研修会

の充実等の成果が得られているところです。 

一方、国においても、歯科口腔保健の推進に関する施策を総合的に推進するため、平

成２３年８月に「歯科口腔保健の推進に関する法律4」（以下「歯科口腔保健法」）が

成立・施行されるなど、国民の生涯を通じた歯科・口腔保健医療サービス等の環境整備

に向けた取り組みが開始されています。 

このような中、本市においては、現行の「第２次 熊本市歯科保健基本計画」（以下

「第２次計画」）が本年度（平成２４年度）で最終年度となることから、これまでの成

果や歯科口腔保健法等を踏まえ、更なる歯科口腔保健施策の推進に向けて、「第３次 熊

本市歯科保健基本計画」を策定します。 

 
 
 

                                                   
1 口腔（こうくう） 唇から喉までの空間（口の中）。 
2 フッ化物 フッ化物とは、天然のミネラル元素（Ｆ）のひとつ。自然界にはフッ化物やフッ化物イオンとして存在

する。  ・局所応用：フッ化物塗布、フッ化物洗口、フッ化物配合歯磨剤など 

・全身応用：水道水フッ化物濃度調整・フッ化物錠剤など（日本では未実施） 
3 8020 推進員 8020 推進員育成講座を修了した歯と口腔の健康づくりのために活動する地域のボランティア。 
4 歯科口腔保健の推進に関する法律 歯科疾患の予防等による口腔の健康の保持の推進に関し、基本理念を定め、並

びに国及び地方公共団体の責務を明らかにし、歯科口腔保健の推進に関する施策を総合的に推進することを目的

に平成 23 年８月に制定された。 

１ 策定の背景 
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本計画は、歯科口腔保健法第３条に基づき定める本市の歯科口腔保健の推進に関する

施策等を定める計画とし、策定にあたっては国の「歯科口腔保健の推進に関する基本的

事項5」（以下「基本的事項」）を勘案します。 

 

○ 本計画は、市民・関係機関・団体及び行政が協働で歯科口腔保健の向上に取り組む

ための基本指針とします。 

○  本計画は、熊本市第６次総合計画の個別計画とします。 

○ 本計画は、健康増進法6に基づく市町村健康増進計画である「第２次健康くまもと

２１基本計画」をはじめ、本市における関連計画との整合性を図ります。 

 
 

 
この計画は、平成２５年度から平成３４年度までの１０年間とし、平成３０年度には

中間評価・見直しを行います。 

また、中間評価以外にも目標項目の検証のため、短期的評価を行うとともに、社会情

勢の変化等に応じて必要な見直しを行います。 

 
 
 
○ 歯と口腔の健康は豊かな食生活や楽しい会話の基盤となるものです。生涯を通し

てその機能を維持、増進するためには、市民一人ひとりが歯と口腔の健康づくり

に積極的に取り組むとともに、基本的な生活習慣を確立し、自己管理能力の向上

と総合的な歯と口腔の健康づくりを進めることが必要となります。 

○ この計画は、全ての市民が子どもの頃から生涯にわたって、歯と口腔の健康を保

ち豊かな生活を実現するために、市民や関係機関・団体、行政の取り組みの方向

性を示すものです。 

○ 推進にあたっては、ライフステージごとに個別目標を設定し、取り組んでいきま

す。 
                                                   
5 歯科口腔保健の推進に関する基本的事項 歯科口腔保健の推進に関する法律第 12 条第１項の規定に基づき、歯科

口腔保健の推進に関する国及び地方公共団体の施策を総合的に推進するための基本的事項を示すもの。（平成 24

年７月公表） 
6 健康増進法 「健康日本 21」を中核とする国民の健康づくり・疾患予防をさらに積極的に推進するため、医療制

度改革の一環として平成 14 年８月２日に交付され、平成 15 年５月１日に施行された法律のこと。 

２ 計画の位置づけ 

３ 計画の期間 
 

４ 基本的な考え方 
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（１）基本方針 

  この計画の取り組みを進めるにあたっては、第２次計画の考え方を踏襲するととも

に、これまでの成果や、高齢化の進展などの社会環境の変化等を踏まえ、次の３つの

柱を基本方針とします。 

 
①ライフステージの特性に応じた歯科口腔保健の推進 

乳幼児期のむし歯予防や高齢期の口腔ケア7等、口腔機能8の発達支援から機能の

低下防止まで、生涯を通じた切れ目のない歯科口腔保健に関する取り組みを進めま

す。 

 
②歯科疾患の予防 

  むし歯や歯周疾患等の歯科疾患9がない社会を目指して、広く市民に歯科疾患の成

り立ち及び予防方法等について普及啓発等に取り組みます。 

 
③歯科口腔保健を推進するための社会環境の整備 

市民、関係機関・団体との連携を強化し、８０２０運動の更なる推進を図る等、

全ての市民が行う歯と口腔の健康づくりを総合的に支援できる環境の整備に取り

組みます。 

また、障がい児（者）や要介護高齢者等（以下「障がい者等」という。）で、定

期的な歯科検診等を受けることが困難な方に対する歯と口腔の健康づくりのため

の環境づくりに取り組みます。 

 
 
 

・熊本市第６次総合計画 

・第６次熊本地域保健医療計画 

・第２次健康くまもと２１基本計画 

・第２次熊本市食の安心安全・食育10推進計画 

                                                   
7  口腔ケア 口の中の清掃のこと。 
8 口腔機能 主に咀嚼

そしゃく

・嚥下機能。広義には食べる（かむ、飲み込む）機能の他、言葉を発する、表情を 

作る機能なども含む。  
9  歯科疾患 代表的なものとして歯周病、むし歯等のこと。 
10 食育   ・生きる上での基本であって、知育・徳育及び体育の基礎となるべきもの。 

５ 本市における関連計画との関係 
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・第２次熊本市地域福祉計画 

・熊本市次世代育成支援後期行動計画「ひびけ！子ども未来プラン」 

・くまもとはつらつプラン 

・熊本市障がい者プラン 

・くまもと医療都市２０１２グランドデザイン 

                                                                                                                                                                   
・様々な経験を通じて「食」に関する知識と「食」を選択する力を習得し、健全な食生活を実践できる人間を育てる

こと。（食育基本法より抜粋） 
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第２章 歯科口腔保健の現状 
 

  

 
本市における歯科口腔保健活動は、平成８年策定の熊本市歯科保健基本計画に基づき、

国が提唱する「８０２０運動」を掲げ、幼児・妊婦歯科健診、８０２０推進員の育成等

の事業を展開しています。 

一方、医療資源の現状については、歯科診療所が３８０施設、病院が１施設、病床数

は歯科診療所６床、病院２４床（H２２.１０.１現在）となっており、人口１０万対の

歯科医療関係者数については、歯科医師８６.３人、歯科衛生士１３４.９人、歯科技工

士５１.２人と全国平均を上回っています。 

 

本市の人口１０万対歯科診療所数は、平成２２年度５１.７、政令市が５８.３となっ

ており政令市平均より低くなっています。 

 
表１ 人口１０万対歯科医療関係者の推移（人）          （H２２.１２.３１現在） 

                                熊本市の保健福祉 平成２４年度版     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

熊本市 年次 歯科診療所数 歯科医師数 歯科衛生士数 歯科技工士数 

Ｈ２０年度 ５３．１ ８５．８ １３６．８ ５５．０ 

Ｈ２２年度 ５１．７ ８６．３ １３４．９ ５１．２ 

熊本県 ４５．８ ６９．８ １０８．７ ３６．８ 

全国 ５３．４ ７９．３ ８０．６ ２７．７ 

政令市 ５８．３ ９５．７ ― ― 

１ 歯科口腔保健を取り巻く医療体制 
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歯科医療は、本市における医療費の上位８疾病の中で、６位（政令市平均では３位）とな

っています。本市の医療費を歯科医療費が占める割合は政令市平均に比べると低くなって 

います。 

 
表２ 国民健康保険における主な疾病（８項目）の医療費とその構成率    

（医療費順：平成２３年度５月診療） 
                                              

  熊本市 政令市平均 

①医療費 ４,３９５百万円 ６,３４９百万円 

②被保険者数  １９９,３６４人 ３３３,５１０人 

③１人あたり医療費 （①/②） ２２,０４５円 １９,１７１円 

医
療
費
（①
）の
上
位
８
疾
病 

順位 疾病名 費用額 構成比 費用額 構成比 

１ 精神性疾患 ５２６百万円 １２．０％ ５３８百万円 ８．５％ 

２ 悪性新生物 ４５０百万円 １０．２％ ８２４百万円 １３．０％ 

３ 高血圧性疾患 ２８６百万円 ６．５％ ３６２百万円 ５．７％ 

４ 糖尿病 ２７５百万円 ６．３％ ２５８百万円 ４．１％ 

５ 腎不全 ２６７百万円 ６．１％ ３２１百万円 ５．１％ 

６ 歯科 ２３５百万円 ５．３％ ５３５百万円 ８．４％ 

７ 脳血管疾患 １５１百万円 ３．４％ ３３９百万円 ５．３％ 

８ 心疾患 １００百万円 ２．３％ ３２０百万円 ５．０％ 

                                 平成２３年度熊本市国民健康保険医療費データより 
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（１） 幼児健康診査の結果 
 

①１歳６か月児歯科健康診査の状況 

本市の１歳６か月児歯科健康診査のむし歯有病者率11は平成２２年度４．２％であ

り、全国平均の２．３％より高くなっているのが現状です。 

  幼児のむし歯の発生状況は、１歳６か月児歯科健康診査の有病者率が年々減少傾

向にあるものの全国平均より高くなっています。 

 

表３ １歳６か月児歯科健康診査のむし歯有病者率の推移（％） 

 Ｈ２０年度 Ｈ２１年度 Ｈ２２年度 Ｈ２３年度 

熊本市 ４.７  ４.３※ ４.２ ３.４ 

熊本県 ４.３ ４.２ ３.８ ― 

国     ２.７ ２.５ ２.３ ― 

※平成２１年度から植木町、城南町含む。 

                               

本市では、１歳６か月児歯科健康診査において、希望者にフッ化物塗布を実施して

います。平成２３年度では、受診者の９５.５％の方にフッ化物塗布を行っています。 

図１ １歳６か月児歯科健康診査におけるフッ化物塗布体験率（％）（平成２３年度） 

 

フッ化物塗布体験率

91.0

96.0 96.5 97.1 96.7 95.5

30.0

40.0

50.0

60.0

70.0

80.0

90.0

100.0

中央区管内 東区管内 西区管内 南区管内 北区管内 市平均

                     

                                                   
11 むし歯有病者率 むし歯のある人の割合。 

２ 歯科健康診査等の現状 
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② ３歳児歯科健康診査の状況 

 

本市の３歳児歯科健康診査結果では、平成２２年度むし歯有病者率は ２１．８％

で、全国平均２１．５％と同程度です。ただし、県の２７.４％より低い結果となっ

ています。 

 
表４ ３歳児のむし歯有病者率の推移（％） 

 Ｈ２０年度 Ｈ２１年度 Ｈ２２年度 Ｈ２３年度 

熊本市 ２８．９ ２４．０ ２１．８ ２３．７ 

熊本県 ３０．９ ２９．５ ２７．４ ― 

全国 ２４．６ ２３．０ ２１．５ ― 
  
 

本市の３歳児歯科健康診査での不正咬合12がある幼児は平成２１年度２４．４％、

平成２２年度２４.５％、平成２３年度２３.５％、また、指しゃぶり等がある幼児は

平成２１年度１７.９％、平成２２年度１７.１％、平成２３年度１６.７％と平成２

１年度以降ほぼ横ばいで推移しています。 

 
 

図２ ３歳児歯科健康診査で不正咬合及び指しゃぶり等がある者の推移（％） 

３歳児歯科健康診査時
不正咬合及び指しゃぶり等がある幼児の推移
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12 不正咬合 上下の歯が適切に噛み合っていない状態をいい、上あごと下あごの位置がずれている骨格性のもの、

歯とあごの大きさのバランスが悪いことによって歯にでこぼこやすきまが生じるものなど、さまざまな種類がある。 
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本市の３歳児歯科健康診査で２回以上フッ化物塗布を受けたことがある者は、平成

２１年度３９.９％、平成２２年度３８.１％、平成２３年度４０.９％とほぼ横ばい

で推移しています。 

図３ ３歳児までに２回以上フッ化物塗布を受けたことがある者の推移（％） 

３歳までに２回以上フッ化物塗布を
受けたことがある者の推移

40.938.139.9
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（２）妊婦歯科健診の結果 
 
本市では、親子（母子）健康手帳交付時に希望する妊婦に対して、各区の保健子ど

も課で歯科健診を実施しています。また、親子（母子）健康手帳交付時に歯科健診を

受けることができなかった妊婦に対しては、歯科受診票を交付して本市の指定歯科医

療機関で無料の歯科健診を実施しています。 

本市の妊婦歯科健診受診率は平成２１年度以降ほぼ約６割で推移しています。 

 

表５ 妊婦歯科健診受診率（％） 

年度 Ｈ２１年度 Ｈ２２年度 Ｈ２３年度 

受診率 ５８.７ ５３.２ ５５.２ 
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妊婦歯科健診結果で歯周疾患がある妊婦は、平成２３年度６６．４％と高い割合で

歯周疾患が見られます。 

表６ 妊婦歯科健診結果の年次推移        ※歯周疾患とは、ＣＰＩ13２以上 
年度 Ｈ２１年度（人） Ｈ２２年度（人） Ｈ２３年度（人） 

妊娠届出数（産後届を除く） ７,５３８ ７,５６２ ７,６２７ 

歯科健診受診者数 ４,４２４ ４,０２４ ４,２０７ 

むし歯有病者数 

（むし歯有病率％） 

１,６８１ 

（３８.０％） 

１,５５８ 

（３８.７％） 

１,７７６ 

（４２.２％） 

歯石あり ３,７３０ ３,２７５ ３,３５７ 

歯周疾患あり※ 

（歯周疾患率％） 

２,９６２ 

（６７.０％） 

２,６４８ 

（６５．８％） 

２,７９２ 

（６６.４％） 

かかりつけ歯科医14あり １,７８３ １,５８３ １,６６９ 

喫煙者数 （喫煙率％） 
２０２ 

（４.６％） 

１９１ 

（４．７％） 

１５４ 

（３．７％） 

                       熊本市妊婦歯科健診結果から 

 

（３）市内の保育園・幼稚園の歯科健診結果（４歳児、５歳児） 
 
市内の保育園・幼稚園に通園している４歳児のむし歯数は平成２１年度１.７０本、

平成２２年度１.７６本、平成２３年度１.６５本です。５歳児では平成２１年度２.

３４本、平成２２年度２.２６本、平成２３年度２.２２本と減少傾向にあります。 

また、本市では、むし歯予防対策として、フッ化物洗口を平成２３年度、保育園、

幼稚園（４歳児、５歳児）の９７園（平成２３年度２１０園中）が実施しています。 

実施方法としては、週５日法により昼食後、フッ化物洗口を実施しています。 

 

 

 

 

 

 

                                                   
13 CPI 集団の歯周疾患の罹患状態を示す指標 
14 かかりつけ歯科医 住民一人ひとりのライフステージに応じた様々な医療・健康サービスを身近なところで提供

する歯科医のこと。 
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図４ ４、５歳児むし歯数の推移（本） 
4,5歳児むし歯数の推移
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（４）本市の小学１年生、４年生、中学１年生、３年生の永久歯の歯科健診結果 
 
小学生は乳歯から永久歯への生え変わりが始まり、小学校の高学年から中学生にか

けて永久歯列が完成する時期です。平成２３年度中学校１年生のむし歯は、本市平均

が１.２９本で、中央区０.９３本、東区１.４４本、西区１.４４本、南区１.６３本、

北区１.３１本です。 

 
 
図５ 小学１年生から中学３年生までの一人あたりむし歯数（本）（平成２３年度） 
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市平均むし歯数 
小学１年生：0.1 
小学４年生：0.58 
中学１年生：1.29 
中学３年生：2.1 
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（５）市立の高校１年生から３年生の永久歯の歯科健診結果   

  

 平成２１年度から３年間の一人あたりむし歯数は全体では改善傾向にありますが、

学年で見ると１年生入学時（平成２１年）は、２.５４本だったのが、２年生（平成

２２年）になると２.８本、３年生（平成２３年）では３.１１本と増加しています。   

 
図６ 高校生の一人あたりむし歯数の推移（本） 
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（６）本市の小学４年生から高校３年生までの歯周疾患（歯周治療が必要な者と歯周疾

患要観察者をあわせた数）の状況 

 

 平成２３年度、小学４年生から高校３年生までの歯肉炎の状況では中学３年生の３

３.０％が一番高く、次いで中学２年生の３０.６％となっています。 

 
図７ 小学４年生から高校３年生歯周疾患有病者率推移（％） （平成２３年度） 
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（７）乳幼児から中学校までの歯科健康教育状況（平成２３年度） 

 

各区役所では、乳幼児健康診査、また、保育園・幼稚園、小学校、中学校において、

むし歯や歯肉炎予防についての歯科健康教育を実施しています。 

 
表７ 本市の乳幼児から中学校までの歯科健康教育状況（平成２３年度） 

 乳幼児 保育園・幼稚園 小学校 中学校 

 件数 
参加 

組数 
件数 

参加 

者数 
件数 

参加 

者数 
件数 

参加 

者数 

区役所

内 
 ９０ １,４９１   ０    ０   ０    ０  ２    ４ 

区役所

外 
 ９８ １,２５０ １５６ ５,８１３ ５４ ３,７３０ １３ １,１１１ 

計 １８８ ２,７４１ １５６ ５,８１３ 
５４ 

（２９校） 
３,７３０ 

１５ 

（１４校） 
１,１１５ 

※ 乳幼児は参加組数、（ ）内は実数 
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（８）成人・高齢期への歯科健康教育状況（平成２３年度） 

 

本市では、成人・高齢期の方へ各区役所内や地域の高齢者サロン等で「口腔機能向

上」や口腔ケア等について歯科健康教育を実施しています。 

 
表８ 成人から高齢期までの歯科健康教育状況（平成２３年度） 

 ４０～６４歳（人） ６５歳以上（人） 計 

区役所内   ４３２   ３１８    ７５０ 

区役所外 １,７２５ １,２２４ ２,９４９ 

計 ２,１５７ １,５４２ ３,６９９ 
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第３章 基本計画の実現に向けて   
 
 
 
 
 
○ 子どもの歯と口腔の健康づくりは、食べる機能及び発語15機能の発達という点から、

市民の豊かな食生活や楽しい会話の基礎となる重要なものです。 

○ また、生涯を通じて、生活習慣病の予防や、全身の健康の維持・増進のために、食

べ物を摂取する口腔の役割は大きなものです。 

○ なお、各ライフステージにおいては、その時期に応じた目標を掲げ、推進していき

ます。 

○ 市民一人ひとりが、「自らの健康は自ら守るという意識」を持ち、健康的な生活習

慣を実践することを基本として、計画に掲げる基本方針である「ライフステージの

特性に応じた歯科口腔保健の推進」、「歯科疾患の予防」、「歯科口腔保健を推進する

ための社会環境の整備」を踏まえて、６つの各ライフステージに応じた歯科保健対

策及び歯と口腔の健康づくりを支え・守る環境づくりを、市民、関係機関・団体及

び行政が協働で推進します。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                   
15 発語 言語を発すること。言い始めること。 

１ 各ライフステージにおける対策の推進 
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施策の体系図 
  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

       

歯科疾患の予防 

歯科口腔保健を推

進するための社会

環境の整備 

胎児期及び妊娠期 

乳幼児期（０歳～６歳） 

学童期（７歳～１２歳） 

中・高生期（１３歳～１８歳）  

成人期（１９歳～６４歳） 

高齢期（６５歳以上） 

基
本
方
針 

ライフステージの特性

に応じた歯科口腔保

健の推進 

目標：口腔の健康を通して、健やかな 
妊娠生活を支援します。 

目標：乳歯と永久歯の生え変わりがはじ
まる時期です。自分のお口にあった歯
磨き習慣を身につけ、むし歯や歯肉炎
のない楽しい学校生活を支援します。 

目標：社会生活を送る上で、歯と口腔の 
健康づくりが重要であることを知り、自
分にあった口腔ケアを獲得できるように
支援します。 
 

目標：歯の喪失等による口腔の機能の
低下を防止し、「食べること」を通じて積
極的に社会活動ができるように支援しま
す。 

目標：乳幼児の歯と口腔の健やかな発
達と楽しい育児を支援します。 

目標：生活習慣の改善によりむし歯や
歯肉炎を減少させることができる中高生
が増加するよう支援します。 

歯
と
口
腔
の
健
康
づ
く
り
支
え
・守
る
た
め
の
環
境
づ
く
り 

各
ラ
イ
フ
ス
テ
ー
ジ
に
お
け
る
対
策
の
推
進 

第
３
次
熊
本
市
歯
科
保
健
基
本
計
画 

【主な取り組み】 
・校区単位の健康まちづくりの中で、歯
科保健の活動を推進します。 

・８０２０推進員の育成・支援をします。 
・障がい者等の歯科診療の環境づくりに
取り組みます。 
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（１） 胎児期及び妊娠期 

  

目標   口腔の健康を通して、健やかな妊娠生活を支援します。 
 
○ 妊娠期は、つわりや食生活の変化から口腔衛生状態の悪化やホルモンバランスの変

化などにより、むし歯や歯周病が進行しやすくなります。 

○ 特に、低出生体重児が産まれる誘因の一つに、中等度以上（ＣＰＩ３以上）の歯周

病が挙げられていることから、歯周病の予防と治療が必要です。 

○ 胎児の顎の中では、すでに乳歯と永久歯が作られはじめており、生まれてくる子ど

ものむし歯予防の出発点として、妊婦が歯科健診を受け、出産までに歯科保健知識

を得ることが大切です。 

 
＜この時期の特徴＞ 

・乳歯の形成期であり、妊娠中からバランスのとれた栄養摂取が大切です。 

・つわりによる口腔清掃不良、ホルモン環境の変化（女性ホルモンの働きの活性化）

による唾液の量や症状の変化などにより、むし歯や歯周疾患の増加が見られます。 

・妊娠中の歯周疾患は、早産や低体重児出産16の危険性があります。 

 
① 現状 
 
・ 歯科保健指導等を行う妊婦歯科健診の受診率は、平成２１年度５８.７％、平成２２

年度５３.２％、平成２３年度５５.２％と横ばいの状態にあります。（表５） 

・ この結果、未処置のむし歯を有する者が、平成２１年度３８.０％、平成２２年度３

８.７％、平成２３年度は４２.２％と増加しています。（表６） 

・ また、歯周疾患を有する者は、平成２１年度６７％であったのが、平成２２年度６

５.８％、平成２３年度６６.４％と、横ばいで高い状況にあります。（表６） 

・ 低体重児出産や早産を誘発する原因の一つである中等度以上の歯周病17を有する妊

婦は、平成２３年度では１４.６％です。 

・ 平成２３年度妊婦歯科健診では、喫煙が歯周病に影響することを知っている人は５

０.３％です。また、母子健康記録票で、妊娠中に喫煙している妊婦の割合は５.５％

です。 

                                                   
16 低体重児出産 出生体重が 2,500g 未満で生まれた赤ちゃんの総称。1,500g 未満は「極低出生体重児」、1,000g 未

満は「超低出生体重児」と呼ぶ。 
17 中等度以上の歯周病 歯肉の炎症が進み、歯と歯肉の溝（ポケット）が深くなり歯を支えている骨（歯槽骨）が

破壊されていく病気。中等度以上とは、ポケットの深さが４㎜以上のもの。個人口腔衛生の改善と歯石除去が必要

とされる。 
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② 課題 
 
・ つわりによって十分に歯磨きができない等の理由により、むし歯や歯周疾患にかか

りやすくなるため、パンフレット等を利用した口腔の健康づくりに関する情報提供

が必要です。 

・ 喫煙や受動喫煙（以下「喫煙等」という。）による歯周病をはじめ、母体への健康

被害はもとより、早産や低体重児出産など胎児への影響について、啓発する必要が

あります。 

・ 妊婦が妊娠期間中に歯科健診や歯科相談を受けることができるよう、更なる啓発が

必要です。 

③ 市民、関係機関・団体、行政が取り組むための指針 

実施主体 内  容 

市 民 

・ 胎児の歯の形成や低体重児出産及び早産予防のため、妊婦歯科

健診を受け、早期治療に努めます。 

・ 喫煙等の健康被害の防止に努めます。 

関係機関・団体 

・ 医療機関における妊婦健診時等に、妊婦歯科健診の受診を勧めま

す。 

・ 妊婦歯科健康診査内容の説明や歯科指導を充実します。 

・ 妊婦に対して、歯科健診や口腔ケアの大切さを啓発できるよう歯

科保健に関する研修を行います。 

・ 妊婦に対してむし歯や歯周疾患は生活習慣病であることを啓発

し、情報発信します。 

・ 妊婦に対して栄養や食品に関する知識を提供します。 

・ 妊婦等に対して喫煙等の健康被害の防止について啓発に努めま

す。 

行 政 

・ 妊娠時からの歯と口腔の健康づくりに関する情報を発信します。 

・ 妊婦健康相談等において乳児からのむし歯予防等に関する情報

を発信します。 

・ 妊婦歯科健診や健康相談等において、むし歯予防に効果のあるフ

ッ化物等に関する情報提供の充実を図ります。 

・ 妊婦とその家族に対する歯科健康教育等（もうすぐパパママ教
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室）を実施し、口腔の健康に関する情報を提供します。 

・ 妊婦への歯科健診や歯科指導が充実できるように研修会等を開

催し、情報の共有化を図ります。 

・ これまでの妊婦歯科健診の必要性の周知に加え、校区単位の健康

まちづくりの取り組みの中でさらなる啓発に努めます。 

・ 妊婦健康相談等で歯周病による低体重児出産等のリスク情報を

提供し、口腔ケアの必要性等について啓発します。 

・ 喫煙等の健康被害について啓発します。 

 

 

④ 成果指標 

 

項目 １ 口の健康と喫煙の関係について知っている者の増加 

基準値 ５０.３％（平成２３年度） 

目標値 ７５.０％（平成３４年度） 

 出典資料等 妊婦歯科健康診査質問票 

（指標とする理由） 

喫煙が口の健康（歯周病等）に影響があることを知っている人を把握することで、妊娠

期の喫煙の影響に係る啓発効果の指標とする。 

 

 

項目 ２ 妊娠中の喫煙をなくす 

基準値 ５.５％（平成２３年度） 

目標値 ０％ （平成３４年度） 

 出典資料等 母子健康記録票 

（指標とする理由）目標１と同じ。 

喫煙が口の健康（歯周病等）や胎児の健康に影響があることを知り、禁煙する人の増加

を図ることで啓発効果の指標とする。 

 

 

項目 ３ 妊娠中に歯科健診・指導を受ける者の増加 

基準値 ５５.２％（平成２３年度） 

目標値 ７５.０％（平成３４年度） 

 出典資料等 妊婦歯科健康診査 

（指標とする理由） 

妊娠期はつわりや食生活の変化により、むし歯や歯周病が増悪、進行しやすくなる。ま

た、歯周疾患は、早産や低体重児出産の危険性もあることから、歯科健康診査・相談の

受診状況を妊娠期の口腔保健の指標とする。 
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（２） 乳幼児期（０歳～６歳） 
 

目標  乳幼児の歯と口腔の健やかな発達と楽しい育児を支援します。 

 

○ 乳幼児期は、生涯における健康の基本となる食習慣が身につく重要な時期です。 

○ 乳歯の萌出に合わせて、舌の運動や顔の筋肉の機能、味覚や食べる能力が発達し始

める時期であることから、発達の状況に応じて支援をする必要があります。 

○ この時期は、むし歯が増える時期であり、かみ合わせの中心となる永久歯の第一大

臼歯が生え始める時期でもあります。 

○ また、第一大臼歯は上下左右に４本生えますが、乳歯列の奥から生えることや少し

ずつ歯が伸び上がってくる等、歯ブラシが届きにくく、むし歯になりやすいことか

ら工夫して歯磨きをする必要があります。 

○ 乳歯のむし歯は、痛みだけでなく、噛めない等の食生活にも影響を及ぼし、子ども

の生活の質を低下させるため、予防に重点を置く必要があります。 

○ 本市では、１歳６か月児歯科健康診査のむし歯有病者率は、国のむし歯有病者率よ

り高いことから、規則正しい生活習慣の確立、フッ化物の塗布や洗口等の利用によ

るむし歯予防対策の充実を図る必要があります。 

 

＜この時期の特徴＞ 

・乳歯が生え始め、食べる機能が発達します。 

・乳歯の歯並びが完成します。 

・乳歯に混じって永久歯が生え始めます。 

・発音が完成します。 

・顎の骨の発育が著しい時期です。 

 

① 現状 

 

・ 幼児期における本市の１歳６か月児のむし歯有病者率は、平成２２年度では４.２％

と全国平均２.３％（表３）より高くなっています。３歳児のむし歯有病者率では、

２１.８％と全国平均 ２１.５％（表４）とほぼ同じ状況です。 

・ 本市の３歳児歯科健康診査で、不正咬合がある者は、平成22年度では２４.５％と県

平均１７.２％より高くなっています。（図２） 

・ ３歳児までに２回以上フッ化物塗布を受けたことがある者は、平成２１年度３９.
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９％、平成２２年度３８.１％、平成２３年度には４０.９％です。（図３） 

・ フッ化物洗口を実施している保育園（無認可を除く。）、幼稚園は全２１０施設中、

９７施設（４６.１％）で、この内訳は、保育園 ５６.９％（８７/１５３園）、幼

稚園 １７.５％（１０/５７園）となっています。 

 
② 課題 

 

・ 適切な口腔の健康管理のため仕上げ磨きを行っている保護者は、１歳６か月児歯科

健康診査では９３.３％、３歳児歯科健康診査では８７.６％と減少しています。む

し歯や歯肉炎予防のために保護者に対する仕上げ磨きの重要性を啓発する必要が

あります。 

・ 地域の子育てサークルに参加する保護者や、保育園の保護者会等において、食生活

や口腔の健康づくりを含めた生活習慣に関する知識や、咀
そ

しゃく機能の意義等につ

いて情報提供する必要があります。 

・ フッ化物の安全性と効果等について、保育園・幼稚園関係者や保護者等に対して、

情報を発信し、理解を深める必要があります。 

・ 指しゃぶり等による不正咬合の予防について啓発をする必要があります。 

 
③  市民、関係機関・団体、行政が取り組むための指針 

実施主体 内  容 

市 民 

・ むし歯予防を目的とした健康教室に積極的に参加します。 

・ 家庭において口腔の健康について話す時間を増やし、乳幼児期

の歯の健康を守ります。 

・ 離乳の完了時期と咀
そ

しゃく機能の完成時期が同じ時期ではな

いことを理解し、食育の推進に努めます。 

・ 家庭における歯応えのある食事の必要性を理解し、子どもの食

べ物の好き嫌いを少なくすることやよく噛んで食べる等の食

習慣を身につけます。 

・ むし歯予防のため、基本的な生活習慣を身につけ、フッ化物洗

口やフッ化物塗布を利用します。 

・ 乳幼児期の口腔の健康を守るために、フッ化物の安全性や効果

等について理解を深めます。 
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関係機関・団体 

・ 正しい食習慣がむし歯予防に繋がることを啓発します。 

・ 子どもの健康づくりの一環として、各団体等が連携しながらむ

し歯予防を推進します。 

・ 子どものむし歯や歯肉炎について、正しい知識や情報を保護者

へ提供します。 

・ 就学前教育において「むし歯や歯肉炎予防のための健康教育」

を行い、５歳児への働きかけを充実します。 

・ 歯科保健情報等を提供し、むし歯予防等を推進することで、保

護者の育児負担の軽減に努めます。 

・ 地域のイベント等において歯科保健の啓発を行う等、口腔保健

意識の向上に努めます。 

・ 障がい等のある子どもについては、園内で生活習慣の見直し等

を指導していくと共に、保護者へも連絡を行い、家庭内での指

導等、協力体制を充実していきます。 

・ しっかりと噛む事や「話をしないで食べる」等、子どもが「噛

むことの必要性・意義・大切さ」等を理解し、実践出来るよう

指導及び啓発をしていきます。また、その内容や指導状況等を

保護者にも伝えます。 

・ 子どもの噛む力が弱くなっていること等、口腔機能の発達に関

する情報を収集するとともに、保育園等の献立への利用や食育

だよりなどによる関係者や保護者への周知に努めます。 

・ 幼児期から歯の健康を保つことは、生涯豊かに過ごせることを

理解した上で、「歯の大切さ」について積極的に子どもや保護

者に伝えます。 

・ 行政との連携を深め「設置者・園長会」等の場を活用して、歯

周病やフッ化物についての正しい理解と情報を把握出来る機

会を増やし認知度を高めます。 

・ 保育園等で、フッ化物洗口等の安全性や有効性等の説明を充実

させます。 

・ 園歯科医との協力体制を強化し、定期的な歯科検診を引き続き
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実施します。 

行 政 

・ 乳幼児健診、相談、健康教育でむし歯や歯肉炎予防、生活習慣

についての情報発信を充実させます。 

・ １歳６か月児及び３歳児健診時の歯科相談を充実します。 

・ １歳６か月児健診時にフッ化物の体験塗布を行い、むし歯の予

防に努めます。 

・ 幼児健診、健康教室、保育園、幼稚園等、様々な場所でむし歯

予防の効果があるフッ化物に関する正しい情報を発信し、地域

への浸透に努めます。 

・ 校区単位の健康まちづくり活動の中で、むし歯予防の大切さを

伝え、予防効果が高いフッ化物の利用や口腔の健康づくりの重

要性について一層の情報発信に努めます。 

・ 本庁、区役所のホームページやフェイスブック等を活用して、

子どもの歯と口腔の健康づくり等に役立つ情報を発信し、保護

者の育児負担の軽減を図ります。 

・ 市民の歯と口腔の健康づくりに関する意識の啓発に努めます。 

・ 喫煙等による口腔の健康被害について啓発します。 

・ 栄養士などの食育活動と連携し、歯の萌出時期や咀
そ

しゃく機能

の発達と離乳食を含めた食習慣について情報発信を行います。 

・ 保育園等で食育の一環として保護者に対し「食育だより」等の

中でむし歯予防等の情報を発信します。 

・ 公立保育園における統一献立において、噛み応えがある食材・

献立の導入を充実させます。 

・ 保護者へ噛むことの重要性を啓発します。 
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④ 成果指標 
 

項目 ４ １歳６か月児でのむし歯のない者の増加 

基準値 ９６.６％（平成２３年度） 

目標値 １００％ （平成３４年度） 

 出典資料等 １歳６か月児歯科健康診査 

（指標とする理由）  

１歳６か月児は、乳歯が生える時期で、基本的な生活習慣が身につく時期でもあり、こ

の時期のむし歯の状況を把握するため、１歳６か月児の口腔保健の指標とする。 
 
 

項目 ５ ３歳児でのむし歯のない者の増加 

基準値 ７６.３％（平成２３年度） 

目標値 ９０％ （平成３４年度） 

 出典資料等 ３歳児歯科健康診査 

（指標とする理由） 

３歳児は、乳歯の咬合の完成期で、乳歯のむし歯の状況や乳歯列の不正咬合を調べるた

めにも重要な年代である。乳歯列の不正咬合の改善は口腔機能を獲得する上でも重要で

あり、むし歯の状況と併せて把握することで、３歳児の口腔保健の指標となる。 
 
 

項目 ６ ３歳児での不正咬合等が認められる者の減少 

基準値 ２３.５％（平成２３年度） 

目標値 １０.０％（平成３４年度） 

 出典資料等 ３歳児歯科健康診査 

（指標とする理由）項目 ５と同じ 
 
 

項目 ７ ３歳までに２回以上フッ化物塗布を受けたことがある者の増加 

基準値 ４０.９％（平成２３年度） 

目標値 ７０.０％（平成３４年度） 

 出典資料等 ３歳児歯科健康診査 

（指標とする理由） 

むし歯予防に効果があるフッ化物塗布やフッ化物洗口の利用状況を把握することで、む

し歯の低減等を目指し、フッ化物の安全性と効果等について理解の促進を図ることがで

きる。 
 
 

項目 ８ フッ化物洗口を実施する認可保育園・幼稚園の増加 

基準値 ４６.２％（平成２３年度） 

目標値 ６０.０％（平成３０年度） 

 出典資料等 フッ化物洗口新規導入支援事業 

（指標とする理由）項目 ７と同じ 
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（３） 学童期（7歳～１２歳）  
 

目標   乳歯と永久歯の生え変わりがはじまる時期です。自分のお口に 

あった歯磨き習慣を身につけむし歯や歯肉炎のない楽しい学校生

活を支援します。 

 

○ 学童期は、生涯を通じて自分の健康を守っていくため「早寝、早起き、朝ごはん」

等の基本的な生活習慣を確立させ、心身ともに健全な育成が図られる大切な時期で

す。 

○ むし歯は学童期の子どもの代表的な疾病であり、子どもの健全な育成のために、む

し歯予防は重要です。また、小学校高学年になると歯肉炎を発症する子どもも増え

てきます。 

○ また、乳歯から永久歯へ生え変わる時期として、小学校の中学年から高学年にかけ

て歯並びの問題が顕在化し、歯肉炎についても口の中の不潔を原因としたものだけ

でなく、性ホルモンの変化や永久歯が生えること等から生じるものが見られるよう

になります。 

 

＜この時期の特徴＞ 

・乳歯と永久歯の生え変わる時期で、永久歯列の完成時期でもあります。 

・永久歯がむし歯になりやすい時期です。 

・小学校の高学年になると歯肉炎を発症しやすくなります。 

 

① 現状   

  

・ 永久歯のむし歯の状況を、平成２３年度で見ると、小学校６年生は１人平均のむし

歯本数０.９本が、中学１年生では１.２９本、高校３年生は３.１本と、学年が上

がるに伴い増えています。（図５、６） 

・ 小学６年生の歯周治療が必要な児童は、平成２１年度３.０％、平成２２年度３.

０５％、平成２３年度は２.６％です。また、歯周疾患要観察者（G0）は、平成２

１年度１６.１％、平成２２年度１６.３５％、平成２３年度１６.４％です。（図

８） 

・ 小学校６年生のむし歯有病者率は、平成２２年度３９.９％から平成２３年度３８.

１％と減少傾向にあるものの処置歯率は６７.３％とむし歯がある者全員が治療す
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るといった行動には結びついていない傾向にあります。 

・ 平成２１年度、思春期における健康課題である「歯肉炎の予防」をテーマとしたモ

デル事業を、旧保健福祉センター管内毎に各１校の計５校で１年間実施しました。

このモデル事業でのノウハウ等を活かし、この取り組みの対象校を順次拡大してい

ます。 

 

②  課題 

 

・ 永久歯のむし歯予防は、永久歯が生える小学生からが特に重要で、むし歯予防効果

が高いとされているフッ化物洗口の普及拡大を図る必要があります。 

・ 学童期のむし歯や歯肉炎の予防に向け、保護者へむし歯予防等に関する歯科保健情

報等の提供が必要です。 

・ 歯や口腔の健康づくりを通じて、噛むことの大切さ等を啓発し、食育を推進する必

要があります。 

・ 学校、学校歯科医、行政が子どもの歯と口腔の健康づくりを進めていく上で更なる

連携が必要です。 

・ 集団に対するアプローチに加え、ハイリスク者に対するむし歯や歯肉の状態にあわ

せた受診勧奨や、個別指導のあり方を学校関係者とともに検討する必要があります。 

・ 学童期における歯科疾患予防のための歯科健康教育等の更なる充実を図るととも

に学校保健と地域保健との連携が必要です。 
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図８ 小学校６年生の歯周疾患状況（％） 
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③ 市民、関係機関・団体、行政が取り組むための指針 

実施主体 内  容 

市 民 

・ むし歯や歯肉炎になりにくい基本的な生活習慣を維持します。 

・ むし歯を予防するため、甘味食品の摂取制限、歯磨きの習慣化、

定期健診の受診やフッ化物の利用に取り組みます。 

・ 健康的な食習慣を身につけることが、生活習慣病の予防につな

がることを理解します。 

 

関係機関・団体 

・ 歯科医療機関での指導・相談を充実し、児童や保護者の歯と口

腔の健康づくりに関する情報の啓発を図ります。 

・ 学校や歯科関係者、８０２０推進員等が児童、保護者に対して、

歯科保健情報を発信します。 

・ 学校、８０２０推進員、家庭が連携してむし歯や歯肉炎等の課

題に取り組みます。 

・ 地域でむし歯や歯肉炎について、広報誌等を利用して情報発信

を図ります。 

・ 学校におけるフッ化物洗口普及モデル事業について、行政と連

携を図りながら取り組みます。 

・ むし歯予防対策として食育の推進を図ります。 
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・ 保護者や就学時健診時によく噛んで食べる等、食習慣について

啓発して行きます。 

行 政 

・ フッ化物洗口の安全性と効果等について啓発し、その普及拡大

と実施上の課題等の検証を行うモデル事業を、学校関係者・関

係機関・団体との連携のもと、保護者等の同意を得ながら取り

組みます。 

・ 学校ではむし歯予防週間に保健だより等を利用して、むし歯や

歯肉炎の周知に取り組みます。 

・ 学校において、むし歯や歯周病18についての知識及び予防法等を

推進します。 

・ 学校給食に噛み応えがある食材・献立の導入を充実させます。 

・ 学校歯科保健指導者に対する研修会等を開催します。 

・ 学校保健と地域保健が連携し、学校保健委員会や保健だより等

を通して、むし歯や歯周病の知識や予防法等について啓発しま

す。 

・ 学校歯科健診を通じて、要観察歯（C0）、歯垢の状態、歯肉の

状態に応じた受診勧奨や個別指導を充実させます。 

・ 子どもの望ましい食習慣の形成や食に関する理解の促進のた

め、学校給食を中心として、教育活動全体を通してむし歯予防

や食育を推進します。 

・ ８０２０推進員と連携を図りながら学校でのむし歯予防、歯肉

炎予防に関する健康教育に継続して取り組みます。 

・ 健康教室等の地域活動の中でフッ化物に関する啓発チラシを配

布し、情報発信に努めます。 

・ 歯と口腔の健康と食育の観点から一口３０回噛むことを目標と

した「噛ミング３０19（カミングサンマル）」の普及啓発とフッ

化物について情報発信を校区単位の健康まちづくり活動等の機

会を通じて推進します。 

                                                   
18 歯周病 歯周組織に起こるいろいろな病名を総括した名称で歯肉炎、歯周炎等が含まれる。 
19 噛ミング 30（カミングサンマル） 厚生労働省が平成 21 年に提唱した運動。噛んで味わう「食べ方」と、噛むた

めに不可欠な歯と口腔の健康を噛む回数として一口 30 回を付記したもの。 
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・ むし歯や歯肉炎が生活習慣病であることの周知に努めます。 

・ 本庁、区役所のホームページやフェイスブックを活用して、歯

科保健に関する情報を発信します。 

 
 
 
 
④ 成果指標 

 

項目 ９ 小学校でのむし歯や歯肉炎予防のための健康教室実施校の増加 

基準値 ２９校（平成２３年度） 

目標値 ９２校（平成３４年度）（全校実施）     

出典資料等 地域保健事業報告 

（指標とする理由） 

学童期は乳歯と永久歯の生え変わりの時期で、むし歯や歯肉炎になりやすいことから、

小学校で予防法等の健康教育を行う実施校の把握を行うことで、学童期のむし歯や歯肉

炎予防について理解と促進を図ることができる。
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（４） 中・高生期（13歳～18歳） 
 

 生活習慣の改善によりむし歯や歯肉炎を減少させることができ

る中高生が増加するよう支援します。 
 

○ 中･高生期は、思春期でもあるため、ホルモンバランスに変化がみられる時期です。 

○ また、多感で情緒的にも不安定になりやすいだけでなく、無理なダイエットや欠食、

夜更かし等、生活習慣も乱れやすく、受験や就職等精神的なストレスも加わってく

る時期です。 

○ この時期は、永久歯列が完成し、顎も発育する時期ですが、ストレス、食生活の乱

れやホルモンのバランス等の影響からむし歯や歯周病が増加します。 

 
＜この時期の特徴＞ 

・永久歯が完全に萌出し、むし歯も多発する時期です。 

・歯肉炎が発症しやすい時期です。 

 

① 現状  

 

・ 中・高生期のむし歯有病者率は、平成23年度で見ると、中学１年生で４６.４％（１.

２９本/人）、高校３年生で６６％（３.１本/人）と、学年が上がるに伴い、むし歯

が多くなる状況です。（図５、６） 

・ また、平成２３年度の歯周疾患保有者率（G0 20含む）は、中学１年生で２３.０％、

高校３年生で２１.４％です。（図７） 

・ 給食後に歯磨きを実施している中学校は、平成２３年度が本市６２.５％、県全体８

６.３％であり本市が少ない状況です。（図９） 

・ 本市の中学校で、学級活動による歯科保健指導等を実施している学校は、（一部実

施を含む。）４１.１％、県全体が５４.９％と本市が低い現状にあります。 

（図１０） 

 

② 課題 

 

・ むし歯や歯周疾患保有者に対して、個別の歯科保健指導を実施する必要があります。 

・ 歯科診療所でのフッ化物塗布やフッ化物入りの歯磨き粉等を用いたむし歯予防対策

                                                   
20 G0 単に歯磨きが十分でなく、歯肉に軽度の炎症を有する人を学校保健で指す言葉。「歯周疾患要観察者（G0）」

のこと。 

目標 
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が必要です。 

・ むし歯や歯肉炎予防のため食後の歯磨きの習慣化や、歯間清掃用具使用による効果

等の歯科保健情報及び使用方法等についても啓発することが必要です。 

・ よく噛んで食べることの必要性の啓発等、健全な口腔機能の育成を図るための取り

組みが必要です。 

・ 学校給食後に歯磨きを実施する中学校が増えるような働きかけが必要です。 

・ 喫煙等や歯周病と早産の関係について、早くから情報発信を行い、理解を深める必

要があります。 

 
 

本市の中学校の給食後の歯磨き実施率は平成２１年度５２.０％、平成２２年度５７.

４％、平成２３年度６２.５％と年々歯磨きをする生徒は増えていますが、県より低

い実施率です。 

 

図 9 本市の中学校の給食後の歯磨き実施率（％） 
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本市の中学校での歯科保健指導は、平成２１年度４６.０％、平成２２年度３５.２％、

平成２３年度４１.１％の中学校で実施していますが、県より低い実施率です。 

 

図１０ 本市の中学校の歯科保健指導の実施率（％） 
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④ 市民、関係機関・団体、行政が取り組むための指針 

 

実施主体 内  容 

市 民 

・ むし歯を予防するためにフッ化物の利用に取り組みます。 

・ むし歯や歯肉炎を歯磨きの習慣等によって予防します。 

・ 食習慣が乱れる事で口腔内の健康にも悪影響をもたらすことを

知り、むし歯や歯周病になりにくい基本的な生活習慣を実践し

ます。 

・ 昼食後の歯磨きを実践します。 

・ 口腔疾患が生活習慣病であることを理解します。 

・ 喫煙等や歯周病と早産予防等の関係について理解を深めます。 

 

関係機関・団体 

・ 歯科医療機関内での指導・相談を充実し、生徒や保護者の口腔

保健意識の向上を図ります。 

・ 歯質の強化とむし歯予防対策として、フッ化物の利用を促進し
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ます。 

・ 養護教諭や学校歯科医、歯科関係者、８０２０推進員等が生徒、

保護者に対して、歯科保健情報を発信します。 

・ 学校、関係機関・団体、家庭が連携してむし歯や歯肉炎等の予

防に取り組みます。 

・ よく噛んで食べることの重要性を啓発します。 

・ 歯と口腔の健康づくりのために生活習慣の改善と意識の啓発に

努めます。 

・ 学校における８０２０推進員の活動を充実します。 

行 政 

・ 学校歯科保健活動を支援し、生徒のむし歯や歯周病などの予防

のため、フッ化物や口腔ケアの重要性について情報発信します。 

・ 校区単位の健康まちづくり活動の中で、むし歯予防や歯肉炎予

防の大切さを伝え、むし歯予防の効果が高いフッ化物について

も一層の情報発信に努めます。 

・ 学校保健と地域保健が連携し、学校保健委員会や保健だより等

を通して、むし歯や歯周病の知識や予防法等について啓発しま

す。 

・ 学校において、むし歯や歯周病についての知識及び予防法等を

学級活動や保健学習等を通して推進します。 

・ 学校、関係機関・団体と連携し、生徒や保護者に対する、歯科

疾患予防のための歯科健康教育等の更なる充実を図ります。 

・ 学校歯科保健指導者に対する研修会等を開催します。 

・ 子どもの望ましい食習慣の形成や食に関する理解の促進のた

め、学校給食を含む、教育活動全体を通してむし歯予防や食育

を推進します。 

・ フッ化物の安全性と効果等について啓発します。 

・ 口腔疾患が生活習慣病であることの啓発に努めます。 

・ 喫煙等や歯周病と早産との関係について啓発に努めます。 

・ 本庁、区役所のホームページやフェイスブックを活用して歯科

保健に関する情報を発信します。 
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⑤ 成果指標 

 

項目 １０ １２歳児でのむし歯のない者の増加（中学１年生） 

基準値 １人あたりむし歯本数 １.２９本（平成２３年度） 

目標値 ０.７本未満（平成３４年度） 

 出典資料等 熊本県歯科保健状況調査 

（指標とする理由） 

１２歳児（中学１年生）のむし歯の状況は、学童期、中・高生期における歯科保健の代

表的な指標のひとつであり、１２歳児のむし歯の実績を把握することで、学童期、中・

高生期の口腔保健の指標となる。 

 

 

項目 １１ 中学生における歯肉に炎症所見を有する者の減少 

基準値 ２８.９％（平成２３年度）※ 

目標値 ２０.０％（平成３４年度） 

出典資料等 熊本県歯科保健状況調査 

（指標とする理由） 
中・高生期の口腔保健の向上を図る上で、歯肉炎予防は重要な課題であり、成人期以降

の歯周病対策にもつながる課題である。中・高生期での歯肉炎の状況を把握することで、

歯肉炎の低減と理解の促進を図ることができる。 

 

 

項目 １２ 高校生における歯肉に炎症所見を有する者の減少 

基準値 ２１.７％（平成２３年度）※ 

目標値 ２０.０％（平成３４年度） 

 出典資料等 熊本県歯科保健状況調査 

※現状には歯周治療が必要な者、歯周疾患要観察者と判定された者を計上し割合とした。 
（指標とする理由）項目１１と同じ。 
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（５） 成人期（19 歳～６４歳） 

 

目標   社会生活を送る上で、歯と口腔の健康づくりが重要であることを

知り、自分にあった口腔ケアを獲得できるように支援します。 
 

○ 成人前期は、就職・結婚・出産・育児等、個人の生活形態が大きく変化するととも

に社会的にも活動的な時期です。 

○ 成人後期は、人生で安定した時期にある一方、精神、身体機能は徐々に衰えてくる

時期でもあります。 

○ この時期の生活習慣は、高齢期におけるむし歯や歯周病の発生及び口腔機能に大き

く影響します。歯を失うと、口腔機能が低下し全身の健康や社会活動に影響が出る

だけでなく、口腔がんを含む口腔粘膜疾患21に罹患する危険性も増大するため、８０

２０達成にも影響してきます。 

○ そのため、口の健康に関する情報提供がより重要となってきます。 

   

＜この時期の特徴＞ 

・ 仕事等で多忙等の理由により、歯と口腔の健康づくりに関心が薄い時期です。 

・ 歯周疾患が急増する時期です。 

 

① 現状 

 

・ 歯周病を有する者は平成２２年度成人歯科健診の結果では、４０歳代では３５.

４％、６０歳代になると５３.７％と増加しており、減少に向けた対策が必要です。 

・ 定期的に歯科健診（３～４回/年）を受けている人の割合は、平成２２年度市民ア

ンケート調査の結果では２２％と少ない状況です。 

・ 喫煙等が、歯周病の進行や口腔の健康に悪影響があることを知っている人は、平

成２２年度の市民アンケート結果では３７.５％となっています。 

・ また、同調査では、歯周病が低体重児出産や早産の要因であることを知っている

人は１４.２％、糖尿病が歯周病を悪化させる要因であることを知っている人は２

８.９％となっています。 

・ 平成２３年度市民アンケート調査によると ８０２０を達成している者は３８.

３％でした。 

                                                   
21  口腔粘膜疾患 口の中で歯以外の部分（舌やほっぺたの内側等）の病気。 
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・ ８０２０達成のための中間目標である６０２４（６０歳で２４本以上の自分の歯

を有する）は平成２３年度の健康くまもと２１市民アンケート調査結果では６３.

９％でした。 

・ また、６０歳代における咀
そ

しゃく良好者 22は、同調査では５１.６％でした。 

・ 生活習慣が不規則になる時期でもある大学生等を対象に、歯科疾患の予防と口腔

保健意識の向上を目指し、学園祭等で健診、相談等を行う「歯たちの健診」を実

施しています。 

・ このほか、成人期における取り組みは、健康教育等を実施しています。 

 
② 課題 

 

・ 喫煙等が歯周病や低体重児出産等に影響を及ぼすことについて更なる啓発を行う

必要があります。 

・ 歯周病と生活習慣病である糖尿病等との関わりついて、情報発信等を行う必要が

あります。 

・ 成人期以降、むし歯や歯周病予防等のための食生活や生活習慣の改善に積極的に

取り組めるように、地域や企業等との連携による歯と口腔の健康づくりに関する

環境の整備が必要です。 

・ 成人期の入り口でもある大学生等に対する歯周病対策を行うことは、８０２０の

達成を図るために重要です。 

・ 歯周病予防や歯の早期喪失の予防のため、生活習慣病発症時期と関係の深い成人

期における歯周疾患検診等を充実することが必要です。 

・ 定期健診と歯科指導の重要性を啓発するとともに、定期的な歯科検診による継続

的な口腔管理は、単に歯周病を予防するだけでなく、全身の健康の維持向上に繋

がるため、積極的な受診勧奨を図る必要があります。 

・ ６０歳代における咀
そ

しゃく良好者を目指す必要があります。 

・ ８０２０運動を目指すためには、６０２４（６０歳で２４本以上の自分の歯を有

する）等の中間評価を設定し、対策を立てる必要があります。 

                                                   
22 咀

そ

しゃく良好者 口の中で食べ物をよく噛み砕き味わうことができる人  
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  ③ 市民、関係機関・団体、行政が取り組むための指針 

                                                   
23 誤嚥性肺炎 食べ物や唾液、口の中の細菌が食道から胃に送られず気道から肺に入ることで起こる肺炎。 

実施主体 内  容 

市 民 

・ 口腔疾患が生活習慣病であることを理解します。 

・ むし歯や歯周病になりにくい基本的な生活習慣を実践します。 

・ 定期健診・相談を受け、健康的な生活習慣に取り組み、８０２０運動

を目指します。 

・ 食習慣の乱れが口腔内の健康にも悪い影響をもたらすことを理解し

ます。 

・ 歯周病等を予防することで８０２０を達成できること等、歯について

の関心を高めます。 

 

関係機関・

団体 

・ 企業等の職域において、生活習慣病として口腔疾患を啓発します。 

・ 職場において、社員等への歯科健診を勧めます。 

・ 事業者と労働安全衛生機関、歯科関係団体との連携強化に努め、職域

における歯科健康診査の実施を促進します。 

・ 歯科診療所等において喫煙等の健康被害について啓発します。 

・ かかりつけ歯科医として、相談しやすい歯科医院を目指し、一人ひと

りの歯と口腔の健康づくりを支援するとともに、地域における口腔保

健意識の浸透に努めます。 

 

行 政 

・ 糖尿病やＣＫＤ（慢性腎臓病）予防対策等を通じ、歯周病が健康に影

響することの周知に努めます。 

・ 歯と口腔の健康と全身の健康との関連について、機会あるごとに情報

発信します。 

・ 誤嚥性肺炎23を防止するためにも、口腔ケアの重要性に関する情報を

発信します。 

・ 喫煙等の健康被害について情報を発信します。 

・ 成人期における歯科検診のあり方について検討します。 

・ 校区単位の健康まちづくり活動等で健康教育等の中でパネル展示、リ

ーフレット等の配布を通して歯周病、定期健診等の情報発信に努めま

す。 

・ 高齢期を見据えた歯と口腔の健康づくりに関する情報を発信します。 

・ ２０歳以上の年代において、口腔疾患が生活習慣病であることの周知

に努め、歯科検診を受診することについて啓発をします。 

 



                     - 38 - 

④ 成果指標 

項目 １３ ２０歳代における歯肉に炎症所見を有する者の減少 

基準値 ３８.０％（平成２２年度） 

目標値 ２５.０％（平成３４年度） 

 出典資料等 歯たちの健診 

（指標とする理由） 

歯周疾患は糖尿病や循環器疾患との関連性が指摘されていることから、成人期において

重要な健康課題である。２０歳代、４０歳代、６０歳代で歯肉炎と歯周病の状況を把握

することで歯周疾患対策を促進できる。 
 
 

項目 １４ ４０歳代における進行した歯周炎を有する者の減少 

基準値 ３５.４％（平成２２年度） 

目標値 ２５.０％（平成３４年度） 

 出典資料等 成人歯科健診（平成２２年度実施） 

（指標とする理由）項目 １３と同じ 
 
 

項目 １５ ４０歳の未処置歯を有する者の減少 

基準値 ４３.８％（平成２２年度） 

目標値 １０.０％（平成３４年度） 

 出典資料等 成人歯科健診（平成２２年度実施） 

（指標とする理由） 

未処置歯がある者を低減することは、歯の喪失防止に直結するものであり、重要な健

康課題である。４０歳と６０歳で未処置歯の状況を把握することで歯の喪失防止を目

指す。 
 
 

項目 １６ ４０歳で喪失
そうしつ

歯
し

のない者の増加 

基準値 ６８.５％（平成２２年度） 

目標値 ７５.０％（平成３４年度） 

 出典資料等 成人歯科健診（平成２２年度実施） 

（指標とする理由） 

歯の喪失は、食物の咀
そ

しゃくのほか、食事や会話を楽しむ等、生活の質にも大きな影響

を与える健康課題である。歯の早期喪失の予防に取り組むためには節目となる４０歳の

喪失歯のない者を把握することで重症化予防を目指すことができる。 
 
 

項目 １７ ６０歳代における進行した歯周炎を有する者の減少 

基準値 ５３.７％（平成２２年度） 

目標値 ４５.０％（平成３４年度） 

 出典資料等 成人歯科健診（平成２２年度実施） 

（指標とする理由）項目 １３と同じ 
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項目 １８ ６０歳の未処置歯を有する者の減少 

基準値 １５.８％（平成２２年度） 

目標値 １０.０％（平成３４年度） 

 出典資料等 成人歯科健診（平成 22 年度実施） 

（指標とする理由）項目 １５と同じ 
 

 

項目 １９ ６０歳で２４歯以上の自分の歯を有する者の増加 

基準値 ６３.９％（平成２３年度） 

目標値 ７０.０％（平成３４年度） 

 出典資料等 健康くまもと２１市民アンケート調査 

（指標とする理由） 

８０２０達成（８０歳で２０本自分の歯を有する）は、歯の喪失防止を目的とした歯

と口腔の健康目標で、これを目指すには、より早い年代から対策をはじめる必要があ

り、６０歳で２４本以上の自分の歯を有する者を把握することにより８０２０運動に

ついて理解と促進を図る。 
 

 

項目 ２０ ６０歳代における咀
そ

しゃく良好者の増加 

基準値 ５１.６％（平成２２年度） 

目標値 ８０.０％（平成３４年度） 

 出典資料等 成人歯科健診（平成２２年度実施） 

（指標とする理由） 

口腔機能を維持することは、生涯おいしく食べる、楽しく会話する等のＱＯＬ24の向上

や健康寿命25の延伸に繋がる。高齢期における口腔機能の低下を防ぐため、６０歳代の

咀しゃく
そ し ゃ く

良好者を把握することで生涯にわたり口腔機能を維持することができる。 

 

 

項目 ２１ 定期検診を受ける者の増加 

基準値 ２５.４％（平成２３年度） 

目標値 ６５.０％（平成３４年度） 

 出典資料等 歯科疾患実態調査、国民健康栄養調査※（平成２３年度実施） 

（指標とする理由） 

２０歳代（成人期）以降の定期的な歯科検診の受診状況を把握することで成人期や高

齢期の歯の早期喪失の抑制にも繋がる。 
 
 
 
 
 
 

                                                   
24 ＱＯＬ 生活の質(Quality of Life の略)。 
25 健康寿命 心身ともに自立した活動的な状態で生存できる期間で、あと何年健康な生活ができるかを示すもの。 
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項目 ２２ 口の健康と喫煙の関係について知っている者の増加 

基準値 ２９.５％（平成２２年度） 

目標値 ７０.０％（平成３４年度） 

 出典資料等 歯科疾患実態調査、国民健康栄養調査※（平成２３年度実施） 

※国民健康栄養調査：国民健康栄養調査時の歯科疾患の上乗せ調査 
（指標とする理由） 
喫煙が口の健康（歯周病等）に影響があることを知っている人を把握することにより８

０２０運動について理解と促進を図ることができる。 
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（６） 高齢期（６５歳以上）  
 

目標   歯の喪失等による口腔の機能の低下を防止し、「食べること」

を通じて積極的に社会活動ができるように支援します。 
 

○ 生きがいを持って積極的に社会に参加し、活力に満ちた生活を送ることができるよ

うに、口腔の健康、機能維持を通した支援を推進します。 

○ 生涯を通じて健やかな日常生活を送る上で、咀
そ

しゃく機能をはじめとする口腔機能

は大きな役割を果たします。このため、高齢期になっても若い頃と同程度の機能を

維持することが重要となってきます。 

○ この時期は、歯の喪失が進むとともに噛む機能も低下することから、歯や歯肉の健

康づくりに加えて、食べて飲み込む機能の低下を予防する必要があります。 

○ また、高齢者が長年住み慣れた地域で豊かに暮らすことができるよう、日頃から健

康づくりに努め、食べる機能等を中心に健康寿命の延伸を図るとともに、介護が必

要となった場合でも、誤嚥性肺炎等を予防し、豊かに暮らすことができるような支

援が必要です。 

○ そのため、地域に住む６５歳以上の全ての高齢者が食べる喜びを維持するためにも、

自分の口を使って「食べること」の情報を提供し、支援します。 

 
＜この時期の特徴＞ 

 ・歯の喪失が急増する時期です。 

 ・口腔機能の低下が起こりやすくなります。 

   
① 現状 

 

・ 本市の高齢化率は、平成２３年では２１％で平成３０年度には５ポイント増の２

６％となると推計しています。 

・ ６５歳以上の介護認定率は２０.６％（平成２３年度）です。 

・ 高齢者等の肺炎の原因となる誤嚥や口の乾燥が増加する時期です。 

・ 介護予防事業における「口腔機能の向上」は、１２事業所、参加実人数２４７人、

延べ６８８人（平成２３年度）に対し実施しています。 

・ 高齢期には、食べる、飲み込むといった口腔機能が低下しやすくなります。 

・ 本市では地域等の高齢者サロン等において「口腔機能向上」や口腔ケア等の歯科健

康教育を行い、参加人数は１,５４２人です。（表８） 
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② 課題 

 

・ 介護予防事業や地域の高齢者サロン等における「口腔機能向上」の普及啓発が必要

です。 

・ 医科・歯科連携による誤嚥性肺炎の予防や生活習慣病の発症及び増悪を防止するた

めの取り組みが必要です。 

・ 高齢者の口腔の機能の維持・回復については、特に医療関係者と介護施設の連携を

強化する必要があります。 

・ ８０２０運動は、全ての市民の生涯を通じた口腔の健康及び口腔機能の維持・向上

の観点から、さらに推進する必要があります。 

・ 歯の喪失防止を目指し、むし歯、歯周病、口腔がん等に関する歯科疾患の普及啓発

が必要です。 

・ 定期健診と歯科指導の重要性を啓発する必要があります。 

・ 歯周病予防や歯の早期喪失の予防のため、高齢期における歯周疾患検診等の取り組

みが必要です。 

・ 要介護高齢者等が入所する施設において施設の協力を得て、歯科検診の状況を把握

する必要があります。 

 
≪介護老人保健施設・介護老人福祉施設へのアンケート調査≫ 
 本市の介護老人保健施設・介護老人福祉施設へのアンケート調査によると歯科医師に

よる歯科検診の機会があると回答された施設は、７８.９％でした。 

 
表９ アンケート質問項目：歯科医師による歯科検診の機会はあるか（平成２４年１０月）  

内容 施設数 割合 

ある ４５ ７８.９％ 

まったくない １２ ２１.１％ 

計 ５７ １００.０％ 
  
歯科健診を年１回と答えた施設は２０.０％、不定期と答えた施設は２２.２％でした。 

 
表１０ 歯科検診を受ける機会の状況（平成２４年１０月）  

回数 施設数 割合 

年１回 ９ ２０.０％ 

年２回 ２ ４.４％ 

年３回以上 ４ ８.９％ 

不定期 １０ ２２.２％ 

その他 ２０ ４４.４％ 

合 計 ４５ １００.０％ 
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≪８０２０達成者の状況≫ 

本市では、毎年８０２０を達成した方を表彰しています。 
 
図 １１ ８０２０表彰者年次推移 
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表１１ ８０２０表彰者（累計） 

  Ｈ２０ Ｈ２１ Ｈ２２ Ｈ２３ Ｈ２４ 

累計（人） ５０６ ５６４ ６５０ ７３５ ８２６ 

 

 

③ 市民、関係機関・団体、行政が取り組むための指針 

 

実施主体 内  容 

市 民 

・ 口腔疾患を含む生活習慣病の予防につながる基本的な生活習慣

を実践します。 

・ 口腔の機能の維持が、介護状態や認知症の予防につながること

を理解します。 

・ ８０２０運動の推進に努めます。 

・ 定期健診・相談を受け、口腔疾患の予防に努めます。 

 

関係機関・団体 

・ 介護保険26における口腔ケアの指導や口腔機能の問題に積極的

に取り組みます。 

                                                   
26 介護保険 高齢者が、介護が必要になっても自立した生活ができるように社会的に支える仕組み 
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・ 高齢者サロンや家族介護者教室等で口腔機能向上について情報

発信に努めます。 

・ 歯科医師、歯科衛生士、歯科技工士等の歯科関係者も含めた地

域医療関係者の連携を強化します。 

・ 誤嚥性肺炎防止のため口腔ケア等の充実に努めます。 

・ 職域において、生活習慣病としての口腔疾患を啓発します。 

・ ８０２０達成者27の予備審査対象者の発掘に努め、高齢者の方が

自分の歯を大切にする必要性と喜びが得られるようにしていき

ます。 

・ かかりつけ歯科医として、相談しやすい歯科医院を目指し、一

人ひとりの歯と口腔の健康づくりを支援するとともに、地域に

おける口腔保健意識の浸透に努めます。 

・ 成人期から高齢期の方に口腔ケアの大切さを啓発します。 

・ 様々な機会を通じ、歯周病等への理解が深まるよう啓発を図り

ます。 

・ 生活習慣病の管理のため、口腔に関する病診連携や地域住民を

巻き込んだネットワークを構築します。 

 

行 政 

・ 地域における健康教室の充実を図り、地域包括支援センター等

との連携により、口腔機能を含めた健康づくりの啓発に努めま

す。 

・ 誤嚥性肺炎を防止するためにも、地域での高齢者サロン等の健

康教室の実施回数を増加するとともに、口腔ケアの重要性につ

いて情報を提供します。 

・ 介護予防事業における口腔機能の向上に向けた取り組みの推進

をします。 

・ 医療関係者等と連携し、誤嚥性肺炎をはじめとする口腔疾患等

の予防に関する研修会等を開催します。 

・ 医療関係者等の連携の構築を支援します。 

                                                   
27 8020 達成者 80 歳以上で 20 本以上の歯がある人 
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・ 校区単位の健康まちづくり活動の中で、高齢になっても豊かな

食事や会話が楽しめるような口腔機能の維持に役立つ活動を推

進します。 

・ ８０２０推進員に対し、校区の歯科保健の状況について情報発

信をします。 

・ ８０２０推進員と連携・協力し、地域に歯科保健情報が浸透す

るような体制を構築します。 

・ 本庁、区役所のホームページやフェイスブック等を活用し、歯

科保健に関する情報を発信します。 

・ 口腔の健康づくりに関する相談を実施します。 

・ 歯周病と関連の深い喫煙等の弊害に関する情報発信の充実を図

ります。 

 

 

 

 

④ 成果指標 

 

項目 ２３ ８０歳で２０歯以上の自分の歯を有する者（８０２０達成）の増加 

基準値 ３８.３％（平成２３年度） 

目標値 ６０.０％（平成３４年度） 

 出典資料等 健康くまもと２１市民アンケート調査 

（指標とする理由） 
歯の喪失は、食事や会話を楽しむ等、生活の質にも大きな影響を与える健康課題である。

８０歳で２０本自分の歯を有する者を把握することで生涯にわたる口腔機能の維持向

上を目指す。 
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○ 歯と口腔の健康づくりは全身の健康づくりでもありますが、生活習慣病等の認識が

低く、人間ドックや職場健診での歯科健診への導入も少ないため、結果として全身

の健康と口腔の健康が切り離されて論じられることが多いのが現状です。 

○ 豊かな市民生活を実現するために、市民一人ひとりが自分の生活習慣の改善と口腔

の健康づくりを実践し、継続できるように環境を整備する必要があります。 

   ○ また、障がい者等に対しては、歯科疾患の早期発見や予防のため、定期的に歯科検

診等を実施する必要があります。 

○ 特に、障がい児や障がいのある方は、障がいの種類や特性によっては、自分で口の

中を管理することが難しい場合があり、また、自覚症状の訴えが乏しいこともある

ことから口腔衛生が不十分になりがちであり、口腔衛生の管理が不十分なことは、

食べること等の咀
そ

しゃく機能に影響を及ぼすことも考えられることから、このよう

な障がいのある方に対する口腔ケアについての取り組みが必要です。 

○ また、むし歯等の治療も困難な場合があることから、早い時期からのむし歯や歯肉

炎･歯周病の予防に取り組むことが望まれます。 

まず、日常生活での歯磨きを定着させ、さらに、かかりつけ歯科医と協働で口腔の

健康づくりを進めていくことが必要です。 

 

① 現状 

 

・ ８０２０推進員を中心に、地域における歯と口腔の健康づくりの活動は充実しつつ

あるが他のボランティアとの連携を強化する必要があります。（図１２） 

・ 本市の平成22年度人口１０万対歯科医師数は８６.３、国が７９.３。一方、歯科衛

生士数は、本市が１３４.９、国が８０.６となっています。歯科医師、歯科衛生士

は、本市が国より高くなっています。（表１） 

・ 誤嚥性肺炎を予防するため、口腔ケアについての必要性は、地域の高齢者サロンや

老人会等（表８）や医療関係者等に情報発信をしています。 

 

【障がい者等の状況】 

・ 障がい児や障がいのある方の歯科治療は、熊本県歯科医師会口腔保健センターや熊

本市民病院を中心とした医療施設で行われています。 

２ 歯と口腔の健康づくりを支え・守るための環境づくり 
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・ 市内の障がいの種類や程度の状況に応じて治療を受けられる歯科医療機関は、病院

歯科が９施設、歯科診療所が５６施設です。（県調査） 

・ 区役所では入所施設等からの要請により、利用者の歯科疾患予防のための健康教育

を実施しています。 

 

② 課題 

 

・ 高齢化が進展する中で、８０２０運動を関係機関や団体等と連携し、推進していく

必要があります。 

・ 成人期・高齢期における定期健診による口腔管理は、歯周病予防や歯の早期喪失の

予防につながることを啓発することが必要です。 

・ がん治療後における誤嚥性肺炎を予防するための口腔ケアの必要性について医科・

歯科連携での取り組みが必要です。 

・ 災害時における歯科医療や専門的口腔ケア等については、誤嚥性肺炎予防が重要で

あることから、関係機関・団体との連携強化など、災害時の歯科保健医療提供体制

について検討する必要があります。 

 

【障がい者等の状況】 

・ 施設での定期健診をはじめ、支援者等に対してむし歯や歯周病の予防について周知

を徹底させて行く必要があります。 

・ 支援者等に対して、口腔の機能向上を含めた健康づくりに関する情報を提供できる

環境の整備が必要です。 

・ 障がい者等の歯科診療の環境づくりに向けて、歯科医療従事者等に対する障がいの

種類や特性等の障がいに関する理解の促進を図る必要があります。 

・ 障がい者等が利用する施設において、施設の協力を通じて歯科健診の状況を把握す

る必要があります。 

・ 障がい者等は治療が困難な場合があるため、歯科疾患の予防が特に重要であり、フ

ッ化物の利用を含め、予防への普及啓発が必要です。 

・ 障がい者等を受け入れる歯科医療施設の実態を把握する必要があります。 

・ 入所施設での誤嚥性肺炎を予防するための口腔ケアの必要性について医科・歯科連

携での取り組みが必要です。 
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≪障がい（児）者施設へのアンケート調査≫ 
 本市の障がい（児）者施設へのアンケート調査によると歯科医師による歯科検診の機

会があると回答された施設は、８８.９％でした。 

 
表１２ アンケート質問項目：歯科医師による歯科検診の機会はあるか（平成２４年１０月） 

内 容 施設数  割 合 

ある １６ ８８.９％ 

まったくない ２ １１.１％ 

計 １８ １００.０％ 
 
 歯科健診を年１回と答えた施設は４３.８％、年２回と答えた施設は１２.５％でした。 
 

表１３ 歯科検診を受ける機会の状況（平成２４年１０月） 

回 数 施設数 割 合 

年１回 ７ ４３.８％ 

年２回 ２ １２.５％ 

年３回以上 ０ ０％ 

不定期 ２ １２.５％ 

その他 ５ ３１.３％ 

合 計 １６ １００.０％ 
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≪８０２０推進員の育成状況≫ 

８０２０推進員を育成し、地域における口腔の健康づくり活動を行っています。 

８０２０推進員育成数は年々増加しています。 

 
図１２ ８０２０推進員育成数年次推移 

８０２０推進員育成数年次推移
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表１４ ８０２０推進員育成数（累計） 

年度 Ｈ２０ Ｈ２１ Ｈ２２ Ｈ２３ Ｈ２４ 

累計（人） ３６７ ４２７ ４８８ ５６０ ６３８ 
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③ 市民、関係機関・団体、行政が取り組むための指針 

実施主体 内  容 

市 民 

・ むし歯予防のためにフッ化物を利用します。 

・ ８０２０運動を推進し、実践します。 

・ 毎日の口腔ケアとともに、食習慣や生活習慣の改善に努めます。 

・ 歯周病の要因ともなる喫煙の防止に取り組みます。 

・ 定期健診・相談を受け、口腔疾患の予防に努めます。 

・ 障がいの種類や特性等、障がいに関する理解を深め、障がいの有

無に関わらず、共に生きる社会の実現を目指します。 

・ 障がいの種類や特性等にあった口腔の健康づくりに関する理解

を促進します。 

 

関係機関・団

体 

・ ８０２０推進員の育成及び活動を支援します。 

・ かかりつけ薬局では、口腔の健康づくり活動に協力し、地域での

フッ化物利用の拡大を歯科医師会と連携して実施します。 

・ フッ化物利用をはじめとして、地域における口腔の健康づくりを

推進します。 

・ 妊婦歯科健診の勧奨をはじめ、子どもの健康づくりや生活習慣病

予防のための歯と口腔の健康について市民意識の向上を図りま

す。 

・ 健康に関するボランティアは、活動の中で歯と口腔の健康情報の

発信をします。 

・ ライフステージ28を通じて、歯と口腔の健康づくりを含めた食習

慣の栄養指導を行います。 

・ 子どもから高齢者まで、すべての市民の歯と口腔の健康づくりを

歯科関係者だけでなく、市民及び地域医療関係者が連携して支え

ます。 

・ 地域における研修会等を開催します。 

・ 歯科保健ネットワークを構築します。 

・ 企業を巻き込んだ歯と口腔の健康づくりを推進します。 

・ 病診連携を充実させます。 

・ 障がいの種類や特性等、障がいに関する理解を深め、障がいの有

無に関わらず、共に生きる社会の実現を目指します。 

・ 障がい児（者）や発達に不安のある子どもの歯と口腔の状況につ

                                                   
28 ライフステージ 年齢あるいは世代。 
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いて情報を発信し、地域の住民等の意識の啓発に努めます。 

・ 障がい児を受け入れている保育所・幼稚園の現状を踏まえ、歯科

予防対策を実施します。 

・ 歯科医院が、さまざまな基準で高齢者や障がい者等への対応も含

めて、定期的な予防や管理ができるよう、かかりつけ歯科医とし

て「やさしい歯科医院」を目指すとともに、相談しやすい環境整

備に努め、一人ひとりの健康づくりを支援します。 

 

行 政 

・ ８０２０推進員の全校区での育成に努めるとともに、その活動を

支援します。 

・ 関係機関・団体等との連携を通して、情報発信を行い、市民が口

腔の健康情報に触れやすい環境の整備に努めます。 

・ 口腔の健康づくりに関する啓発に努めます。 

・ 校区単位の健康まちづくりの取り組みを、８０２０推進員活動と

共に進めます。 

・ 災害時の歯科保健医療提供体制のあり方について、検討します。 

・ 本市の障がい者施策の基本的方向性を明らかにしている「障がい

者プラン」の理念である「自立と共生の地域づくり」を目指し、

市民、関係機関・団体等に対し、障がいの種類や特性等について

理解を進めるために、更なる情報提供や啓発等に取り組みます。 

・ 障がい者等が受診できる医療施設が増えるように歯科医療従事

者を対象とした障がいの種類や特性等に関する研修会等を開催

します。 

・ 保育園・幼稚園及び小学校等でのフッ化物洗口の普及・推進に努

めます。 

・ 口腔機能の発達を支援するとともに、歯っぴー事業等でフッ化物

を利用したむし歯予防に努めます。 

・ 障がい者等及び支援者等に対して、むし歯や歯周疾患予防につい

ての情報提供を充実します。 

・ 施設での歯科疾患予防等の啓発に努めます。 

・ 病院・歯科医院・施設等と連携し、むし歯や歯肉炎・歯周病の予

防についての情報発信を行います。 

・ 歯科保健基本計画を策定し、歯科保健施策の方向性を示すととも

に、実施計画を作成し市民協働による歯科保健活動を推進しま

す。 
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・ すべてのライフステージにおいて、口腔の健康づくりと健全な食

生活を営むための食育を推進します。 

 

 

 

⑥ 成果指標 

 

項目 ２４ 介護老人福祉施設・介護老人保健施設での定期的な歯科検診実

施率の増加 

基準値 ７８.９％（平成２４年度） 

目標値 １００％ （平成３４年度） 

 出典資料等 介護老人福祉施設・介護老人保健施設アンケート調査 

（指標とする理由） 

障がい者等が入所する施設での定期的な歯科検診状況を把握することで、障がい児

（者）や要介護高齢者の口腔機能の維持・向上を目指す。 

 

 

項目 ２５ 障がい児（者）の種別毎の受入歯科医療施設の増加 

基準値 ６５歯科医療施設（平成２３年度） 

目標値 増加（平成３４年度） 

 出典資料等 熊本県障がい者支援課による調査 

（指標とする理由）項目 ２４と同じ 

 

（指標とする理由） 

障がいの種類や特性に応じて歯科医療が受けられる施設の実態を把握することで、障

がい児（者）を受け入れる歯科医療施設の増加等、歯科保健環境の整備に繋がる。 

 

 

（指標とする理由） 

８０２０運動を推進するために市民ボランテイアの養成を行い、育成数の実績を把握

することで、地域における歯と口腔の健康づくりの推進やボランテイア活動の啓発と

推進を図る。 

項目 ２６ 障がい（児）者入所施設での定期的な歯科検診実施率の増加 

基準値 ８８.９％（平成２４年度） 

目標値 １００％ （平成３４年度） 

出典資料等 障がい（児）者入所施設アンケート調査 

項目 ２７ ８０２０推進員の育成数（累計） 

基準値 ６３８人 （平成２４年度） 

目標値 １,０００人（平成３４年度） 

 出典資料等 ８０２０推進員育成事業 
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第４章 総合的な計画推進のために 
 
 
 

本計画の円滑な推進体制のために、行政をはじめ関係機関・団体等が連携・協働し、

それぞれの責務や役割を認識したうえで取り組みを推進することが必要です。 

 

○関係機関及び団体による取り組み 

  本計画の円滑な推進体制のために、歯科保健に関する関係機関・団体等との連携強

化を図ります。 

  さらに、平成１９年度に設置した、市民代表、関係機関・団体、学識経験者及び歯

科保健関係者などから構成される「熊本市歯科保健推進協議会」（以下「協議会」と

いう。）により、歯科保健の推進について協議します。 

 

 

 
 

本計画を推進するため、協議会に計画の進捗状況等を報告するとともに情報提供や

各機関等の取り組みにあたっての連携等を図ります。 

また、進行状況については、ホームページ等で公表します。 

成果指標等の評価・見直しについては、中間評価を平成３０年度に、最終評価を平

成３４年度に行うこととし、計画開始３年後の２７年度に短期的な評価を行います。 

１ 計画の推進体制 

２ 計画の進行管理について 


